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◆子ども・子育て支援新制度説明会 

【都道府県等説明会】が開催される（内閣府） 
  

令和 2 年 2 月 21 日、内閣府は、標記説明会について、「動画」と「資料」をホームペー

ジに掲載しました。 

 
■内閣府ホームページ 

内閣府トップページ >  内閣府の政策 >  子ども・子育て本部 > 自治体向け説明会等  

> 子ども・子育て支援新制度説明会 【都道府県等説明会】 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r020221/index.html 

 

〔動画〕（保育所・認定こども園等関連部分ゴシック表記：全国保育協議会事務局） 

 

1.令和 2年度当初予算案について 

2.令和 2年度の公定価格（案）等について 

3.幼児教育・保育の無償化について 

4.子ども・子育て支援新制度施行後 5年の見直しについて 

5.地方分権に係る地方からの提案等に対する対応方針について 

6.地域子ども・子育て支援事業について 

7.保育教諭の資格特例等について 

8.子ども・子育て支援新制度における市町村の確認指導監査について 

9.子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業について 

10.就労証明書の標準的な様式の活用について 

11.児童手当に係るマイナンバーによる情報連携について 

12.子供の貧困対策について 

13.企業主導型保育事業について 
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〔資料一覧〕（保育所・認定こども園等関連部分ゴシック表記：全国保育協議会事務局） 

 

【資料 1】令和 2年度当初予算案について  

【資料 2-1】令和 2年度公定価格の対応について 

【資料 2-2】令和 2年度単価表（案）及び【資料 2-3】留意事項通知について 

【資料 2-4】処遇改善等加算の運用について 

【資料 3-1】子ども・子育て支援臨時交付金について 

【資料 3-2】令和 2年度以降の子育てのための施設等利用給付交付金等の交付スケジュール 

について 

【資料 3-3】令和 2年度以降の幼児教育・保育の無償化に係る事務費について 

【資料 3-4】認可外保育施設の質の確保に向けた取組について 

【資料 4】子ども・子育て支援新制度施行後 5年の見直しに係る対応方針について 

【資料 5-1】令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（関連部分抜粋） 

【資料 5-2】地域型保育事業における「確認」の効力拡大について（分権一括法） 

【資料 5-3】子育て短期支援事業の見直しについて 

【資料 5-4】一時預かり事業の職員配置の見直しについて 

【資料 5-5】社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の要件について 

【資料 6-1】新・放課後子ども総合プランについて 

【資料 6-2】放課後児童クラブの令和 2年度予算案について 

【資料 6-3】延長保育事業（夜間保育所）及び一時預かり事業（厚労省分）の充実について 

【資料 6-4】一時預かり事業（幼稚園型 I）の充実について 

【資料 7-1】保育教諭の資格特例について 

【資料 7-2】保育教諭の教員免許更新制度について 

【資料 8-1】都道府県が市町村職員向けに実施する確認指導監査に係る研修会事業について 

【資料 8-2】子ども・子育て支援事業費補助金 

【資料 8-3】市町村監査担当職員研修テキストの概要 

【資料 9】子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業 

【資料 10】就労証明書の標準的な様式の活用について 

【資料 11-1】児童手当制度における副本登録の運用ルール等について 

【資料 11-2】児童手当制度における年金関係の情報連携に係る本格運用の開始時期について 

【資料 11-3】令和元年度子ども・子育て支援事業費補助金 

（児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業分）の国庫補助について（案） 

【資料 11-4】児童手当に係るマイナンバー情報連携体制整備事業の実施について（案） 

【資料 11-5】児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について 

【資料 12】子供の貧困対策について 

【資料 13】企業主導型保育事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金） 

【参考資料 1】保育の必要性の認定に関する基準案取りまとめに当たっての附帯意見 

【参考資料 2】教育・保育施設等における事故報告及び事故防止ガイドライン 

【参考資料 3】教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告 

（令和元年） 

【参考資料 4】子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による 

仕事・子育て両立支援事業の創設について 

【参考資料 5】会計検査院の実地検査における指摘事項について 

【参考資料 6】子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱（案)及び 

保育士等の処遇改善取得促進等事業実施要綱（案） 

【参考資料 7】市区町村独自の認可外保育施設の基準を定める条例について 
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 資料 1 では、令和 2 年度予算案、資料 2-1 では、令和 2 年度公定価格の変更点が解説さ

れています。資料 2-3は、公定価格に関連して「留意事項」通知の案が示されています。 

 

◆処遇改善等加算の運用の改善 

資料 2-4は、処遇改善等加算の運用の改善として、①処遇改善等加算Ⅱの要件について、

加算額の配分方法の更なる柔軟化、②賃金改善の算定起点となる基準年度を「加算当年度

の前年度」とすること等が示されています。 

 

資料 2-4から全国保育協議会事務局抜粋 
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◆社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合の要件 

資料 5-5 には、既存の社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合、国や地方公共

団体以外からの不動産の貸与により可能となること（令和 2 年 4 月 1 日適用）が示されて

います。 

 

資料 5-5から全国保育協議会事務局抜粋 
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◆幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件、教員免許更新制 

また、資料 7-1 では、幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件等について、資料

7-2では、教員免許更新制について説明されています。 

 

資料 7-1から全国保育協議会事務局抜粋 
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資料 7-2から全国保育協議会事務局抜粋 

（資料の全体は内閣府ホームページをご参照ください。） 

 

＜保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて＞ 

（中略） 

○ 経過措置期間の終了間際である令和 6 年度には、講習の受講希望が集中することが

予想されることも踏まえ、幼稚園教諭免許状をお持ちの保育教諭は、免許状更新講習

の受講期間を必ず確認した上で、当該期間のできるだけ早い段階から計画的に講習を

受講し、免許管理者への手続きを行っていただくようにお願いします。 

 

 

 
 

教員免許状の有効期間確認ツール 

 

文部科学省ホームページの「教員免許状の有効期間確認ツールについて～更新時期確

認の御参考に～」のコーナーをご覧ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
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◆保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置の考え方 

なお、「子ども・子育て支援新制度施行後 5年の見直しについて」の説明動画の中で、保

育所等において「子どもが全員帰宅した後の取扱いに関し、保育士がいなくても可」とす

ることを改めて周知することとされています。 

これについて、資料 1 のとおり「保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士

配置の考え方について（通知）」が令和 2 年 2 月 14 日に発出されていますので、併せてご

確認ください。 

本通知の趣旨は次のとおりです。 

（通知から全国保育協議会事務局抜粋） 

 

保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置の考え方について（通知） 

 

2.利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置について 

 

現行の規定においては、設備運営基準第 33条第 2項ただし書等、保育所等における保

育士の配置を担保するための規定を設けているところ。当該規定の趣旨は、設備運営基

準第 33条第 2項に基づき算出される配置すべき職員数にかかわらず、利用乳幼児に対し

て保育を提供するために必要な保育士の配置を確保するものであり、施設が開所する全

ての時間帯において保育士を配置することを求めるものではない。 

 

保育所等において、開所時間中に、全ての利用乳幼児が帰宅するなどにより利用乳幼

児のいない時間帯が生じた場合にあっては、保育士の配置を求めないこととすることも

差し支えない。ただし、この場合においても、突発的な事由により、自治体又は保護者

から保育所に対して至急連絡を取る必要が生じた際に、少なくとも保育所等の開所時間

内においては、随時円滑に施設管理者への連絡を取れる体制を確保すること。 

（後略） 

 


